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会議に付した事件 

 

議案 

  議案第 7 1号  令和７年度杉並区一般会計補正予算（第３号） 

（区議会提出議案に関する意見聴取） 

  議案第 7 2 号  杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則 

  議案第 7 3 号  杉並区学校教育職員の給与に関する条例施行規則の一

部を改正する規則 

  議案第 7 4 号  杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則の一部を

改正する規則 

  議案第 7 5 号  杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

  議案第 7 6 号  杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則 

  議案第 7 7 号  杉並区会計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に

関する規則の一部を改正する規則 

  議案第 7 8 号  杉並区立特別支援学校並びに杉並区立小学校及び中学

校の特別支援学級において使用する教科用図書（令和

８年度使用）の採択について 

 

報告事項 

  （１）学校におけるハラスメントに関するアンケート調査の実施につ

いて 

  （２）他自治体で発生した教職員による盗撮事件等を受けた施設点検

及び性暴力等防止研修の実施について 

  （３）学校運営協議会委員の任命について 

  （４）杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について 

  （５）令和７年度学力等調査の結果について 

  （６）区立子供園における休園日の見直しについて 

 

教育委員提案議題 

  「いじめの『防止対策』について」  
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教育長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから令和７年第 1 4

回杉並区教育委員会定例会を開催いたします。 

  それでは、本日の会議について、事務局より説明をお願いいたします。 

庶 務 課 長  本 日 の 議 事 録 署 名 委 員 に つ き ま し て は 、 教 育 長 よ り 事 前 に 伊

井委員との指名がございましたので、よろしくお願いいたします。 

  本日の議事日程についてでございますが、議案８件、報告事項６件、

最後に教育委員提案議題を予定してございます。 

  なお、本日は報告事項６番に関する臨時説明員として、子ども家庭部

保育課長が出席させていただいております。 

  以上でございます。 

教育長  それでは、本日の議事に入りますが、議案第 7 1 号につきまして

は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 2 9 条の規定に基づく

区長からの意見聴取案件として、意思形成過程上の案件となっておりま

す。したがいまして、議案第 7 1 号の審議につきましては、地方教育行

政の組織及び運営に管理する法律第 1 4 条第７項の規定により、非公開

としたいと思いますが異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  異議がございませんので、そのようにいたします。 

  それでは、他の議案の審議を行いますので、事務局より説明をお願い

いたします。 

庶 務 課 長  そ れ で は 、 都 費 教 職 員 等 向 け の 庶 務 事 務 シ ス テ ム 及 び 経 費 精

算システムの運用に関することとして関連がございますので、次に申し

上げます３議案を一括して上程させていただきます。 

  日程第２、議案第 7 2 号「杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」、日程第３、議案第

7 3 号「杉並区学校教育職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正

する規則」、日程第４、議案第 7 4 号「杉並区学校教育職員の住居手当に

関する規則の一部を改正する規則」、以上３議案について、私の方から

ご説明を申し上げます。 

  教員の業務負担の増大、それから長時間労働という大きな課題につき

まして、区では教員が心身の健康を保持しながら本来の業務である学習

指導や生活指導等に集中できる環境の整備を進めているところでござい

ます。 
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  このうち、区立学校における働き方改革の推進としまして、出退勤の

管理や休暇・職免・出張の申請及び承認など、現在紙で行われている事

務手続の効率化を図り、学校管理職をはじめ、庶務事務を担う教職員の

負担を軽減するために導入を進めてまいりました「都費教職員等向けの

庶務事務システム及び経費精算システム」につきまして、令和７年９月

１日から運用を開始いたします。このことに伴い、関係規則の改正を行

うものでございます。 

  それでは、議案の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  はじめに、議案第 7 2 号「杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」につきまして、ご説

明をいたします。議案の最後に添付してございます新旧対照表をご覧く

ださい。 

  まず、第４条第７項におきまして、任命権者である教育委員会が週休

日や半日勤務時間の割り振りを変更する時は、これまで紙の様式で行う

こととしてございましたが、庶務事務システムに所要の事項を入力する

ことにより行うものとしてございます。 

  また、システムトラブル等で庶務事務システムにより難い場合には、

ただし書にございますとおり、従来の紙でも行えるようにしてございま

す。 

  同様に、第６条以降、超過勤務命令、それから超勤代休時間の請求、

休日の振替え、代休日の指定、介護休暇の申請、届出、介護時間の申請、

届出、子育て部分休暇の申請及び届出、年次有給休暇などの各種休暇等

の申請につきましても、庶務事務システムに所要の事項を入力すること

により行うこととし、庶務事務システムにより難い場合は、従来の紙に

より行えるようにしてございます。 

  続きまして、議案第 7 3 号「杉並区学校教育職員の給与に関する条例

施行規則の一部を改正する規則」でございます。議案の最後に添付して

ございます新旧対照表をご覧いただければと思います。 

  議案第 7 2 号と同様に、第９条第１項におきまして、扶養手当に係る

届出を庶務事務システムによることなどとするとともに、第 2 0 条では、

超過勤務手当等の支給のための勤務状況の確認はシステムに記録された

事項でもできることとしてございます。 

  次に、議案第 7 4 号「杉並区学校教育職員の住居手当に関する規則の



 

 7 

一部を改正する規則」につきまして、ご説明をいたしますので資料をお

出しいただければと思います。新旧対照表をご覧いただければと思いま

す。 

  こちらも第３条におきまして、住居手当に係る証明書類の届出は、議

案第 7 2 号と同様にシステムによることなどとするとともに、必要な規

定整備を行ってございます。 

  最後に、附則でございますが、いずれの議案も施行期日を令和７年９

月１日としてございます。 

  なお、いずれの議案も条例の規定に基づく特別区人事委員会の承認を

得てございます。 

  以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。 

  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、お

願いをいたします。 

伊 井 委 員  ご 説 明 あ り が と う ご ざ い ま す 。 ま た 、 こ の シ ス テ ム の 導 入 に

関しましては、お仕事の方も少し軽減されるのかなと思うのですが、こ

の導入に当たりまして、今、ちょうど夏休み終盤で、今週から出勤して

いる方も多いと思いますが、９月１日から「はい、変わりますよ」とい

う形ではなくて、そのあたり傾斜をつけながらここまで進めていらっし

ゃるという解釈でよろしいでしょうか。 

庶 務 課 長  お っ し ゃ る と お り で ご ざ い ま す 。 ６ 月 ぐ ら い か ら 学 校 の 現 場

でいろいろテストというか説明をしながら準備を進めてきたところでご

ざいます。 

伊 井 委 員  そ う し ま し た ら 、 問 題 な く 導 入 が 進 ん で い る と い う こ と で よ

ろしいでしょうか。 

庶務課長  はい。  

伊井委員  よろしくお願いいたします。 

前 田 委 員  こ の 庶 務 事 務 シ ス テ ム で 出 退 勤 と か 出 張 と か 入 力 さ れ る と 思

うのですけれども、これは何かほかのシステムとも連携されるものなの

ですか。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  ほ か の も の と 連 携 は 行 わ れ ま せ ん が 、 こ の シ ス テ

ムの中で、例えば時間数の計算ですとか、そういったものができるよう

になっております。 

前 田 委 員  で は 、 そ れ を 管 理 職 の 方 が 見 て 、 先 生 方 が ど れ ぐ ら い お 仕 事
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をされているかとか、あとは残業があったかとかそういうことも確認さ

れているのですね。分かりました。ありがとうございます。 

  あと、もう１点、これは興味からですが、何というシステムが今回入

ったのか、システムの名前を教えていただけますか。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  二 つ ご ざ い ま し て 、 W o r k s  H u m a n  

I n t e l l i g e n c e 社の「 C O M P A N Y」という製品になります。 

庶 務 課 長  も う 一 つ が 、 す み ま せ ん 、 旅 費 の シ ス テ ム で ち ょ っ と 今 、 名

前を持ち合わせておりませんので、後ほどご案内申し上げます。 

前田委員  旅費のシステムということですね。 

庶務課長  はい。  

前 田 委 員  そ れ は 、 皆 さ ん 出 張 で 区 内 を 移 動 さ れ た 場 合 に も 、 そ の 出 張

申請というか旅費のシステムで交通費の精算をされるということですね。 

庶 務 課 長  経 費 の 清 算 シ ス テ ム と い う と こ ろ で ご 理 解 い た だ け れ ば と 思

うのですが。 

前田委員  物の経費もここでやるのですか。 

庶 務 課 長  い え 、 そ う い う こ と で は な く て 、 実 費 の 精 算 で す 。 い わ ゆ る

県費負担教職員の給与とかについては本来東京都のシステムがございま

して、そのシステムとやり取りをするというのが非常に難しい状況でご

ざいます。本来であれば、例えば出退勤と旅費の精算などは一体のシス

テムで連動してできることが一番なのですけれども、東京都のシステム

とつなげるところがなかなか難しいと。ほかの要素、例えば L G W A N の

オンラインへの接続とかそういった要素もあり、検討を行った上で準備

を進めてきたと。そして導入がなされたということであります。 

前田委員  なるほど。もう少し突っ込むと、例えば C O M P A N Y で出てきた

情報をどうやって東京都に出すのですか。何かエクセルにするのですか。

どういう連携、データになっていくのですか。直接は多分連携できない

ということですものね。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  お っ し ゃ ら れ る と お り 、 都 へ の 申 請 に つ い て は 、

都のシステムと区市町村のシステムが異なっておりますので、ここにつ

いては直接そのまま入力ということではないとは聞いております。 

前田委員  ありがとうございます。では、そこをそれぞれ C O M P A N Y とか

旅費システム、それぞれから出たものをファイルとかにして、また提出

するということですか。 
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教育人事・指導課長  必要があれば C S V 形式などでの連携はできると聞

いております。 

前 田 委 員  分 か り ま し た 。 細 か く 教 え て い た だ い て あ り が と う ご ざ い ま

す。せっかくシステム開発されたので、なるべく手間が、いまだシステ

ム間の連携は、またデータの整形をしたりとか面倒くさい部分が出てき

たりはするのですけれども、より管理職の方のお仕事が楽になるような

方向になるといいなと思って質問させていただきました。ありがとうご

ざいます。 

庶務課長  ほかはよろしいでしょうか。 

  それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。 

教 育 長  議 案 の 採 決 に 当 た り 、 た だ い ま 一 括 上 程 し た 議 案 に 対 し 、 一 括

して採決を行うことについて異議はございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教 育 長  そ れ で は 、 異 議 が ご ざ い ま せ ん の で 、 一 括 し て 議 案 の 採 決 を 行

います。議案第 7 2 号から第 7 4 号までにつきまして、原案のとおり可

決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  それでは異議がございませんので、議案第 7 2 号から第 7 4 号ま

でにつきましては、原案のとおり可決といたします。 

庶 務 課 長  続 き ま し て 、 幼 稚 園 教 育 職 員 等 の 勤 務 時 間 等 に 関 す る 条 例 の

改正に伴う規則の改正として関連がございますので、次に申し上げる３

議案、こちらを一括で上程させていただきます。 

  日程第５、議案第 7 5 号「杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」、日程第６、議案

第 7 6 号「杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

施行規則の一部を改正する規則」、日程第７、議案第 7 7 号「杉並区会計

年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則」、以上３議案について、私の方からご説明を申し上げます。 

  先般、区議会第２回定例会におきまして、幼稚園教育職員等の勤務時

間等に関する条例が改正され、職員から妊娠、出産等の申出があった場

合及び職員の子が３歳になるまでの適切な時期に、職員に対して、仕事

と育児の両立に資するものとして、教育委員会規則で定める制度または

措置、その他教育委員会規則で定める事項を知らせることとされました。 
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  これとともに、当該制度等の請求または申請に係る当該職員の意向を

確認するための措置を講じなければならないとされたところでございま

す。これに伴いまして、関係する規則を改正するものでございます。 

  それでは、議案の内容につきまして、ご説明申し上げます。 

  はじめに、議案第 7 5 号「杉並区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則」につきまして、ご

説明を申し上げます。議案とともにお配りをさせていただいております

参考資料をご覧いただければと思います。 

  今回の改正は、条例第 1 8 条の６の規定により、教育委員会規則で定

めることとされた具体的な事項を定めるものでございまして、参考資料

の右側に、教育委員会規則に定める具体的な事項、こちらを示してござ

います。 

  まず、１段目でございますが、仕事と育児の両立に資する制度または

措置として、育児短時間勤務、部分休業等を定めてございます。 

  ２段目でございますが、職員に知らせる事項といたしまして、上記の

制度または措置、その請求先または申請先などを定めてございます。 

  ３段目でございますが、職員に意向を確認する、職業生活と家庭生活

との両立の支障となる事情の改善に資するものとして、始業または終業

の時刻、勤務の場所等を定めてございます。 

  また、これらの措置を職員に講ずる場合は、面談、書面の交付、電子

メール等によることとしております。 

  このほか条項の整備を行うものでございます。 

  次に、議案第 7 6 号「杉並区学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等

に関する条例施行規則の一部を改正する規則」及び第 7 7 号「杉並区会

計年度任用講師の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正す

る規則」につきましても、議案第 7 5 号と同様の改正を行うものでござ

います。 

  最後に、附則でございますが、いずれの議案につきましても施行期日

を改正条例の施行期日と同様に、令和７年 1 0 月１日としてございます。 

  なお、いずれの議案も条例の規定に基づく特別区人事委員会の承認を

得てございます。 

  以上で、説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。 

  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたら、お
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願いいたします。特によろしいでしょうか。 

  それでは、教育長、議案の採決をお願いいたします。 

教 育 長  議 案 の 採 決 に 当 た り 、 た だ い ま 一 括 上 程 し た 議 案 に 対 し 、 一 括

して採決を行うことに異議はございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教 育 長  そ れ で は 、 異 議 が ご ざ い ま せ ん の で 、 一 括 し て 議 案 の 採 決 を 行

います。議案第 7 5 号から第 7 7 号までにつきましては、原案のとおり

可決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  異議がございませんので、議案第 7 5 号から 7 7 号までにつきま

しては、原案のとおり可決といたします。 

庶 務 課 長  次 の 議 題 に 移 る 前 に 、 先 ほ ど の 旅 費 シ ス テ ム の 名 称 で ご ざ い

ま す が 、 パ ナ ソ ニ ッ ク ネ ッ ト ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ 株 式 会 社 製 の 「 M A J O R  

F L O W  Z 経費」というシステムでございます。大変失礼いたしました。 

  続きまして、日程第８、議案第 7 8 号「杉並区立特別支援学校並びに

杉並区立小学校及び中学校の特別支援学級において使用する教科用図書

の採択について」を上程します。済美教育センター所長からご説明いた

します。 

済美教育センター所長  私からは、議案第 7 8 号についてご説明させてい

ただきます。資料を１ページお進みいただき、「特別支援教育教科用図

書採択候補一覧」という資料をご覧ください。 

  特別支援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書は、通常学級で

使用する教科用図書に加えて、この資料の１ページ上段にあります「文

部科学省著作教科書」、いわゆる☆本（ほしぼん）ですとか、拡大教科

書と呼ばれる、今、後ろの方に並べさせていただきましたが、そのよう

な教科書、またその１ページ下段から 1 1 ページまでずっと続いており

ます、東京都作成の特別支援教育教科書調査研究資料に掲載されており

ます図書、そして資料最後にあります、それ以外の一般図書から構成さ

れており、これらの教科用図書につきましては、関係法令に基づき毎年

採択を行うこととなっております。 

  また、特別支援教育の教科用図書の採択については、学校教育法の附

則第９条の規定に基づいて行っておりますが、特別支援学校につきまし

ては、学校教育法施行規則第 1 3 1 条第２項、特別支援学級については



 

 12 

同第 1 3 9 条において、一般図書を使用することができると規定されて

おります。 

  教科用図書の調査研究についてですが、教育委員会が任命した委員に

よる教科書調査委員会を設置し、規則・要綱・手引に基づき、特別支援

教育教科書調査委員会を設置し、特別支援学校や特別支援学級から調査

研究をした結果の報告を参考に、合計 7 2 2 点の図書について調査研究

を行いました。 

  調査研究結果につきましては、先月７月 2 3 日に特別支援教育教科書

調査委員から教育委員の皆様へ調査報告書とともに口頭でもご報告させ

ていただきました。 

  最後に、提案理由でございますが、義務教育諸学校の教科用図書の無

償措置に関する法律第 1 3 条及び第 1 4 条の規定に基づき、区立特別支

援学校及び特別支援学級で使用する教科用図書を採択する必要があるた

め、ご審議をお願いするものでございます。議案の朗読は省略させてい

ただきます。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し

たらお願いいたします。 

對 馬 委 員  あ り が と う ご ざ い ま し た 。 先 日 、 特 別 支 援 教 育 教 科 書 調 査 委

員会の方から丁寧にご報告を頂きまして、概要は非常によく分かりまし

たし、教科書の実物も全てではありませんけれども見せていただきまし

て、特別支援教育というのは、やはりその子一人ひとりに合ったものを

使うことがとても大事なことで、現場の先生方がその子その子に合った

ものを丁寧に選んで使っていただければいいと思いますので、一括採択

することに私は賛成いたしますが、いかがでしょうか。 

大 川 委 員  私 た ち も 前 回 時 間 を 取 っ て い た だ い て 教 科 書 を 拝 見 い た し ま

した。教えてほしいのは、一般図書もいっぱいあるのですけれども、現

状、この☆本というのですか、文科省のこういった教科書がどれくらい

使われているのか、どちらに今後ウエートが行くのか、その傾向を教え

てもらえればと思います。先生方はどちらが使いやすいとかそういった

ことがあるのでしょうか。 

済 美 教 育 セ ン タ ー 所 長  まず 、 こ の 文 部 科 学 省 著 作 教 科 書 、 い わ ゆ る ☆

本等については年々整ってきて、冊数が増えてきているという状況にあ

ります。かなり研究をして作られているものですので、やはり使い勝手
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がよいということで、この☆本に移行していく学校が多いように傾向と

しては感じております。 

  今後も、更にいろいろな発達段階のお子さんに合わせたものが、星の

段階で示されているのですが、それが充実してくることによって、そち

らに移行してくる傾向があるのではないかと予想しているところです。 

  以上です。 

大川委員  ありがとうございます。まだ一般の教科書に比べると、 Q R コ

ードとかデジタルの面が追いついていないかと思うので、もっとそこは

充実していくことを願っています。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。 

  では、伊井委員、お願いします。 

伊 井 委 員  特 に 前 回 の 報 告 会 の 方 で も 様 々 な こ と を 詳 細 に ご 説 明 い た だ

いて、発達段階もそうなのですけれども、一人ひとりに応じてやってい

くというあたり、どう寄り添っていくかというところは、本当に細やか

に対応していただいているのだなということがすごくよく分かりました。 

  例えば、道徳の『道徳 私たちの未来 未来の私たち』の本は、道徳

という教科の私たちのイメージよりも、より一層深く捉えていらっしゃ

ると思うのですが、そうやってきめ細やかに対応することによって、お

一人お一人のお子さんもそうですし、保護者の方々にも様々なご理解が

広がっていくのかなと思いますので、今後ともどうぞ子どもたちに一つ

でも学びになるような教育をしていただければと心から願っております。

ありがとうございます。 

庶務課長  ほかはよろしいでしょうか。 

  では、教育長、採決をお願いいたします。 

教育長  それでは、採決を行います。議案第 7 8 号につきましては、原案

のとおり可決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  異議がございませんので、議案第 7 8 号につきましては、原案の

とおり可決といたします。 

  では、続きまして、報告事項の聴取を行います。事務局より説明をお

願いいたします。 

庶 務 課 長  そ れ で は 、 報 告 事 項 １ 番 「 学 校 に お け る ハ ラ ス メ ン ト に 関 す

るアンケート調査の実施について」、教育人事・指導課長からご説明い
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たします。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  「 学 校 に お け る ハ ラ ス メ ン ト に 関 す る ア ン ケ ー ト

調査の実施について」、ご報告いたします。 

  杉並区教育委員会では、区立学校におけるセクシャル・ハラスメント

等の防止に関する要綱により、杉並区立学校におけるセクシャル・ハラ

スメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児休業等に関する

ハラスメント、以下、「セクシャル・ハラスメント等」と申しますが、

その防止及び排除の措置について問題が生じた場合の対応を規定してお

ります。 

  現在、学校教育現場等の状況の把握や教職員のハラスメントに関する

意識向上のため、区立学校に在籍する教職員を対象にアンケート調査を

実施いたしましたので、こちらについてのご報告でございます。 

  実施内容としましては、対象については、区立学校の教員、栄養士等、

およそ 3 , 0 0 0 名を対象としております。期間が９月５日までとなって

おりますので、まだ調査の段階中ということでのご報告となります。設

問につきましては、職場の人間関係に関する設問、セクシャル・ハラス

メントに関する設問、受けた際の対応に関する設問、あと定義ですとか

各規定の知識に関する設問を聞いております。 

  今後のスケジュールですが、９月５日にアンケートの回答の期限があ

りますので、その後、集計を行いまして、９月 2 4 日開催予定の教育委

員会でこちらの調査の結果の速報版をご報告させていただきまして、ク

ロス集計等の詳細な集計につきましては、その後、令和７年度中に公開

の予定という形で進めさせていただければと考えております。 

  なお、この 2 4 日の教育委員会の前に区議会の文教委員会がございま

して、こちらの方で、もし集計が終わっていれば概要の数字はお伝えさ

せていただいた後、 2 4 日の教育委員会でご報告させていただくため、

順番が前後になってしまいますが、ご了承いただければと思います。 

  以上、ご報告でございます。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 質 問 、 ご 意 見 等 ご ざ い ま し

たらお願いいたします。 

大 川 委 員  今 回 の ア ン ケ ー ト は 防 止 を 図 っ て い く 上 で 非 常 に 有 益 だ と 思

います。教えてほしいのは、苦情の申出は誰にどのようにすることにな

るのか、具体的にどういう流れになっていくのかを教えてください。 
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教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  こ の 申 出 に つ い て は 、 今 回 の ア ン ケ ー ト に つ い て

は、あくまでも統計的に処理をさせていただくアンケートになっており

ます。なお、これを周知させていただく際に、このハラスメントの相談

窓口も一緒に教職員のアンケートの対象者にお配りをしておりまして、

そちらの申出の場所ですが、教育人事・指導課、あと東京都教育委員会

も窓口になっておりますので、ご相談がある場合には、こちらの方にご

連絡をということで周知をさせていただいております。 

大 川 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 実 際 、 今 ま で と い う か 、 １ 年 に ど れ

くらいあるのですか、それともないのですか。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  ち ょ っ と 詳 細 の 件 数 は 今 手 元 に は あ り ま せ ん が 、

昨年度については何件かご相談があり、ハラスメントがあったと認定す

る、しないにかかわらず、相談には乗らせていただいて、それぞれ対応

に入っていることは実際ございます。 

大 川 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ も そ も 相 談 が な い と い う の は 、 何

も問題がないということには絶対ならないはずなので、是非とも小さな

ところから拾い上げていただいて、隠蔽体質とか、どうせ言ったって握

りつぶされてしまうだろうというのがないようにしていただきたいと思

います。 

前 田 委 員  こ の 調 査 は 今 回 が 初 め て と 伺 い ま し た け れ ど も 、 窓 口 の ご 案

内をするというのはすごくいいことだなと思いつつ、この調査自体は今

後も定期的にやっていくイメージなのでしょうか。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  そ ち ら に つ い て は 、 申 し 訳 ご ざ い ま せ ん が 、 検 討

していくということで考えているところであります。なお、この調査結

果を受けまして、また継続していくかどうかということについても、こ

の調査結果をもって検討していきたいなと考えているところでございま

す。 

前 田 委 員  分 か り ま し た 。 や は り 大 川 委 員 か ら も あ り ま し た け れ ど も 、

出てこなかったらいいのか、出てきたら次はどうするのかとか、ちょっ

と一回やってみないと分からない部分はもちろんあると思うのですけど、

出てこなかったらいいわけではないという話もあり、改めて襟を正して

対応していきたいなと思う案件だと思いますので、引き続きご対応をお

願いいたします。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  相 談 が し や す い 教 育 委 員 会 、 つ ま り こ う い っ た ハ
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ラスメントに関しては風通しをよくしていくことが大事ではないかなと

考えております。是非、ないからいいということではなく、あってはな

らないのですが、万が一あった場合には風通しよく相談ができるような

教育委員会ですよということも、これを機会に皆さんに伝えられるよう

に努力してまいりたいと思います。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 確 か に そ こ に す ご く 気 を ち ゃ ん と 回

していますよ、気にしていますよという意味でもすごくいい取組だと思

うのと、やはり日々流れていってしまって、このアンケートを見て、そ

ういえばみたいなこともあるかなと思うのですよね。これもハラスメン

トに当てはまったのか、みたいなこともあると思うので、アンケートを

たくさんやればいい話ではないかもしれませんけれども、取組としては

大事だなと思いましたので、風通しのいいというところも含めて、引き

続きよろしくお願いいたします。 

庶務課長  ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、以上で報告事項１番についての質疑を終わらせていただき

ます。 

  続きまして、報告事項２番「他自治体で発生した教職員による盗撮事

件等を受けた施設点検及び性暴力等防止研修の実施」につきまして、引

き続き、教育人事・指導課長からご説明申し上げます。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  そ れ で は 、 引 き 続 き ご 説 明 の お 時 間 を 頂 け れ ば と

思います。 

  ７月に他自治体で教職員による盗撮事件等、児童・生徒に対する性暴

力等の事案が発生したことを受けまして、区立学校において各教室等に

不審なカメラ等が設置していないことを確認する施設点検及び性暴力等

の防止研修を実施いたしましたので、ご報告いたします。 

  はじめに、施設点検についてですが、こちら全区立学校で施設点検を

行いました。実施前の留意点としては、教職員には事前に予告せずに行

うようにということで実施いたしました。 

  万が一あった場合に、事前に通告をしておりますと、いわゆる不審な

ものが取り除かれてしまうおそれがあるということで、このような対応

をさせていただいております。点検箇所、点検を行う職員については、

資料をご覧いただければと思います。 

  なお、結果としましては、不審なカメラ等設置されていないことを、
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この時点では確認が取れました。 

  ２番目、性暴力等の防止研修についてでございます。二つ行いました。

一つは、杉並区独自の研修を行っております。全区立学校（園）の教員、

栄養士、事務職員等が対象となっております。内容としましては、対面

で行った区立学校長研修の教育長講話と性暴力等防止研修の内容につい

て、録画したものをオンデマンドで先ほどの対象の皆さんに視聴してい

ただく形で現在研修を実施中でございます。研修期間が９月５日までと

なっておりますので、まだ研修が終了していない状況でございます。 

  なお、研修を受けた教職員については、必ず F o r m s で受講の結果を

教育委員会の方に提出していただいて、学校の方にも確認をしていただ

くという流れで進めているところでございます。 

  二つ目が、東京都の共通研修ということで、全公立学校教員、栄養士、

事務職員等が対象となっております。都が都内全校で実施する「令和７

年 度 服 務 事 故 防 止 月 間 」 に お い て 、 東 京 都 教 育 委 員 会 が 作 成 し ま し た

「教職員による児童生徒性暴力対策動画教材」、ショート動画を 1 0 本視

聴する形で研修を実施しております。 

  以上、ご報告となります。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し

たらお願いいたします。 

  では、對馬委員、お願いします。 

對 馬 委 員  丁 寧 に 対 応 し て い た だ い て 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。 や は り 、

この事件があった時には非常に私もびっくりしたのですけれども、あっ

てはならないことだとは思いますが、杉並区の場合、全教職員だけでは

なくて結構出入りする方も非常に多くいらっしゃいます。もちろん疑っ

ているわけでは全然ないのですけれども、例えば学校支援本部の方であ

ったり、 C S の方であったり、本当に設置する気になればできるような、

校内でできる方がたくさんいらっしゃいますので、オンデマンドの研修

であれば、そういう方々も受けていただいてもいいのかなと思ったりも

します。 

  もちろん先生方をはじめ、どなたも疑っているわけではなく、基本的

にそんなことする方はいらっしゃらないと思いますけれども、やはりこ

ういう研修をやっているのだと襟を正す意味でも、もし機会があれば、

是非広く研修を受けていただいてもいいのかなと感じました。 
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  以上です。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  今 お っ し ゃ っ て く だ さ っ た と お り 、 今 後 は 学 校 に

出入りをしていただく方々、やはり意識を高めていただくという部分も

含めて、その方々が疑わしいということではなく、みんなで気をつけて

見ていこうねということも踏まえまして、委員がおっしゃってくださっ

たところもまた引き続き検討してまいりたいと思います。 

庶務課長  ほか、いかがでしょうか。 

  では、大川委員、お願いします。 

大 川 委 員  今 、 對 馬 委 員 が お っ し ゃ っ た よ う に 、 意 識 を 高 め る 工 夫 は し

ていただきたいのと、継続的にこの点検などはしていただきたいと思い

ます。今、ものすごく技術が発達していますから、大抵、自動で録画し

て、それを無線なんかで拾い出してということが容易になっています。

そうすると、発見した時にはすぐに警察を呼んで対応するようにという

ことを周知しておいても、それが周知されるだけでも抑止効果にはなる

のかなと思います。 

  あと、この結果については、今日、ここは一応公開の場ですけれども、

別途公表するご予定とか、保護者の方なんかにお知らせする予定とかを

もし考えていれば。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 長  先 ほ ど の 継 続 し て と い う お 話 に つ い て は 今 、 実 は

検討しているところでございます。あと、もう１点、広くお知らせの部

分ですが、議会の方でもこういった検証を行っているということをご報

告させていただく予定ではございます。 

大 川 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 保 護 者 の 方 、 本 当 に 関 心 も 危 機 感 も

高いと思いますから、t e t o r u で配信するとか何がしかの形でお伝えい

ただければと思います。 

庶務課長  ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

  それでは、ないようですので、以上で報告事項２番についての質疑を

終わります。 

  続きまして、報告事項３番「学校運営協議会委員の任命について」、

学校支援課長からご説明いたします。 

学 校 支 援 課 長  私 か ら は 、 杉 並 区 学 校 運 営 協 議 会 規 則 の 規 定 に 基 づ く 学

校運営協議会委員の任命について、ご報告いたします。 

  今回任命されるのは小中学校計３校、３名となっています。任期は令
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和７年９月１日から令和９年８月 3 1 日までの２年間となります。 

  私からの報告は以上です。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し

たらお願いします。よろしいでしょうか。 

  以上で報告事項３番についての質疑を終わらせていただきます。 

  続きまして、報告事項４番「杉並区教育委員会共催・後援名義使用承

認について」、生涯学習推進課長からご説明いたします。 

生 涯 学 習 推 進 課 長  私 か ら は 、 令 和 ７ 年 ７ 月 分 の 杉 並 区 教 育 委 員 会 共

催・後援名義使用承認につきまして、ご報告申し上げます。 

  ７月分の合計は 2 3 件となっておりまして、内訳といたしましては、

定例、新規の別、定例 2 0 件、新規３件となっております。共催、後援

別の別でございますが、共催７件、後援 1 6 件となっております。 

  新規についてでございますが、１件目、資料５ページをご覧ください。 

  学校支援課承認分で、名義形態は後援。団体名は富士見丘小学校学校

支援本部、事業名は「夏休みのおわりに子どもたちとつくる聴く劇『鬼

は花』」でございます。 

  新規の２件目でございますが、同じく資料５ページをご覧ください。

学校支援課承認分で、名義形態は後援。団体名は天沼地区町会連合会、

事業名は「あまぬまみんなのフェスタ」でございます。 

  新規の３件目でございますが、資料６ページをご覧ください。中央図

書館承認分で、名義形態は後援、団体名は子どもの成長を護る杉並ネッ

トワーク、事業名は「絵本ライブ／親と子でたのしむおはなし会 2 7」

でございます。 

  私からの報告は以上でございます。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し

たらお願いいたします。よろしいですか。 

  それでは、ないようですので、報告事項４番についての質疑を終わら

せていただきます。 

  続きまして、報告事項５番「令和７年度学力等調査の結果について」、

済美教育センター指導主事からご説明いたします。 

済 美 教 育 セ ン タ ー 指 導 主 事  私 か ら は 「 令 和 ７ 年 度 学 力 等 調 査 の 結 果 に

ついて」、杉並区立小・中学校の結果をご報告いたします。 

  本調査は、令和７年４月に小学校第６学年、中学校第３学年を対象に、
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国語、算数、数学、理科の教科に関する調査及び質問調査を実施いたし

ました。中学校理科は I C T 端末を用いたオンライン方式で実施され、

異なる問題から構成される調査の結果を同じ尺度で比較できる I R T が

導入されております。 

  教科に関する調査結果の概要でございます。平均正答率と中学校理科

の平均 I R T スコアにおいて、東京都や全国の公立学校より高い数値を

示しております。また、問題の内容を「知識及び技能」「思考力、判断

力、表現力等」の観点別にした場合においても、東京都や全国の公立学

校より高い数値を示しております。 

  裏面をご覧ください。 

  質問調査に関する調査結果の概要でございます。「学校の授業時間以

外に、ふだん１日あたり１時間以上勉強する」「これまでに受けた授業

で、P C・タブレットなどの I C T 機器をほぼ毎日・もしくは週３回以上

使用する」「これまでに受けた授業で、自分の考えを発表する機会では、

自分の考えがうまく伝わるよう、資料や文章、話の組立てなどを工夫し

て発表する」など、家庭学習、I C T 機器の活用、表現の工夫などの項目

において、杉並区の肯定率が東京都や全国の公立学校よりも高い数値を

示しております。 

  「人が困っている時は、進んで助けていますか」「いじめは、どんな

理由があってもいけないことだと思いますか」「困りごとや不安がある

時に、先生や学校にいる大人にいつでも相談できますか」など、他者と

の関わりや自己有用感に関連する項目において、杉並区の肯定率が東京

都や全国の公立学校よりも低い数値を示しております。 

  以上の結果を踏まえた今後の取組についてです。 

  全ての教科における平均正答率と中学校理科の平均 I R T スコアにお

いて、東京都や全国よりも高い数値を示したことから、これまでの取組

が一定の効果を上げていることがうかがえます。 

  よって、今後は、I C T 機器の効果的な活用や地域と連携した学び、体

験活動の充実など、児童・生徒の主体的・対話的で深い学びの実現に向

けた取組をより一層充実させ、更に児童・生徒の資質・能力を伸ばして

まいります。 

  質問調査に関する調査結果では、家庭学習や I C T 機器の活用の定着、

自分の考えを表現する力の高まりが見られた一方で、他者との関わりや
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自己有用感に関連する項目に課題が見られたことから、教育委員会にお

いては、児童・生徒が他者との関わりについてより深く考えることがで

きるよう、道徳教育を充実させます。 

  特に、道徳教育の要である道徳科の指導については、年次研修や校内

研修等を通してさらなる充実を図ってまいります。各校が教育活動全体

を通して他者と関わり、協力して取り組む体験活動の充実を図ることが

できるよう、学校へ指導・助言を行ってまいります。 

  私からは以上でございます。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し

たらお願いいたします。 

伊 井 委 員  調 査 の 分 析 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。 い わ ゆ る 数 字 の ご 説 明

だけではなくて、こういういいところがあった、逆にこういうところが

よくなかった、という分析の仕方とご報告に関しては、大変分かりやす

いなと思って感謝しております。ありがとうございます。 

  いくつかお伺いしたいのですけれども、１点目は、今後の取組のとこ

ろですが、これまでの取組が一定の効果を上げていることがうかがえる

というのは、具体的にいくつかイメージされていることはございますか

というのが１点です。それから、児童・生徒が他者との関わりについて

より深く考えることができるよう道徳教育を充実させる。まさに道徳教

育、そういう観点もありますが、道徳以外にも、もしほかにも体験活動

など具体的に何かお考えのことがありましたらお聞かせ願いたいと思い

ます。 

  それから、I C T 関係についてですが、本当に充実してきているなとい

うことは、授業を拝見に行ったりとかして目にしておりますが、今後、

子どもたちが授業の中でどのような使い方をするかだけではなくて、先

生がどのような授業をする中で、どのタイミングでどのように使ってい

くかというあたりもご検討いただけるといいのかなと思っております。 

  質問としては、これまでの取組のことを具体的にお聞きしたいのと、

道徳教育そのものの展開の仕方と、そのほかの何かイメージしているこ

とがあればお聞かせ願いたいという２点で教えていただければありがた

いと思っております。お願いいたします。 

済 美 教 育 セ ン タ ー 統 括 指 導 主 事 （ 清 水 ）  こ れ ま で の 取 組 と し ま し て は 、

効果を上げているのは教科の調査の方となっておりますので、今まで授
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業改善に向けて協働的な学びですとか、そういったことを中心として訪

問型養成研修等を行ってまいりました。それから、学校訪問等でも授業

を見るようにして助言をしてまいりましたので、そういった取組が一定

の効果を上げてきているのではないかと捉えております。 

  それから、２点目の道徳の充実になりますけれども、道徳教育は授業

を１回やったからといってすぐに効果が表れるものではございませんけ

れども、今回の調査では評価の、いわゆる教育では「知・徳・体」と言

われる言葉があるのですけれども、知の部分はとてもよかったのだけれ

ども、「徳」ですね。心の教育を進めていきましょうということで、少

し学校の方にも指導・助言をしていかなければいけないと思っておりま

す。 

  道徳教育は学校教育の中の全てで行うものなのですけれども、その中

でも要となる週１回の授業では、心を耕すようなものをやっていきまし

ょうということで、研修の中に授業の進め方なども取り入れていきます

ということで書かせていただきました。 

  ３点目の I C T なのですけれども、これまではとにかくタブレットを

使っていきましょうというものでしたが、伊井委員がおっしゃってくだ

さったように、これからはどのように使っていくかということも大変重

要になってまいりますので、使えばいいというものではなくて、導入の

ところですとか、途中の調べ学習ですとか、あとはまとめのところ、最

後の振り返りで活用するといった授業の流れの中でどのように使ってい

くかということを充実させてまいりたいと思っております。 

  以上です。 

伊 井 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 今 お っ し ゃ っ た よ う に 、 小 笠 原 自 然

体験交流の時の成果報告会でも、すごく使いどころというか、子どもた

ちがマスターしていたこともそうなのですけれども、利用の仕方であっ

たり、使い方であったり、発表のところでどのように使っていくかとい

うあたりは大変充実していたなと感じておりますので、ますます進めて

いっていただけたらいいのかなと思います。子どもたちの心を耕すとい

うのは、今おっしゃったように、学校教育とか学校生活の中で、あらゆ

る場面でお互いに人としての関わりみたいなものが育っていけばいいな

ということは心から思っておりますが、１点、桃井第二小学校に行った

時に、地域の方々がこんな時はどのように考えるのだろうということを
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寸劇でやっていたのですよ。それがすごく面白くて、大人の方々がキャ

ップをかぶったりしながら、劇の中でボールを投げた時に、それがぶつ

かってしまった。では、その時にどのように考えるのか、どのように謝

るのか。「そこにいるのが悪いんだよ」ではなくて、どのように起こっ

てしまったトラブルを解決していくのかというあたりを寸劇でやってい

て、毎年学校支援本部の方々というか、大人の方々がグループでやって

いらっしゃるようで、それが３年生ぐらいだったか、２年生でしたか。

毎年それを見ていて、すごく具体的に子どもたちに落ちているなと思っ

たのですね。 

  その後、いろいろ「みんなどうだった」と言って感想を聞くのですけ

ど、あのようなアプローチの仕方も、いわゆる道徳の授業で何かを読ん

でみんなで考える、答えは一つではないけれども一緒に考えていこうと

いうことの別の形として、大変勉強になったなと思いました。 

  また、それが先生方ではなくて地域の方々、しかも大人が一緒になっ

て考えようということを表現しているところが私はとてもいい体験だっ

たなと思うので、そんなことも少し参考までにお話しさせていただきま

した。今後ともよろしくお願いいたします。 

庶務課長  ほかに、ご意見等ございますか。 

  では、大川委員、お願いします。 

大 川 委 員  今 回 の 杉 並 区 の 割 合 が 東 京 都 や 全 国 よ り も 低 い 数 値 を 示 し た

項目、これ今回に限らず、確か去年も同じような感じだったと思うので

すね。これについて、例えば、これは何年ぐらい遡って折れ線グラフに

して推移を拾えるのか。1 0 年、 1 5 年ぐらい、この質問が始まった頃か

らどう動いているのかしらというのを確認したいなと思いまして、そん

な資料を後ほどでいいので教えてください。 

  というのも、せっかく今年度、弁護士によるいじめ防止の授業を全小

中学校を対象にやって、いじめはどんな理由があってもいけないことだ

よということを理解してもらうことがテーマになっているのですね。 

  そうすると、これを続けて数年後にこのパーセントが少しでも変われ

ば効果があったなと思えるとも思いますし、一つ一つそういう地道な積

み重ねで改善していくことになるのかなと思います。経時的な調査を、

これはフォローしていくべきことではないかと思いました。 

済 美 教 育 セ ン タ ー 統 括 指 導 主 事 （ 清 水 ）  一 応 、 今 回 だ け の 数 値 で は ち



 

 24 

ょっとどうだろうということで、５年前まで、令和３年度まで遡って確

認をさせていただいております。週あたりの勉強時間と発表については、

その５年間ずっと杉並区は高い結果となっております。ただ、I C T 機器

をほぼ毎日、週３日以上というのは今年度初めての調査になっておりま

す。ですので、今後また経年を見ていきたいところでございます。 

  それから、低い結果の方につきましては、全て５年間、同等の傾向に

なってしまっているということでございます。今、大川委員がおっしゃ

ってくださったように、いじめのことに関しましては、今年そこにちょ

っと注力をさせていただいて小学４年生と中学１年生に授業を取り入れ

ております。この学力等の調査対象は小学６年生と中学３年生なので、

来年ももしかしたらどうかなというところではございますけれども、今

後も少し結果を追い続けながら、また手だてを考えてまいりたいと思っ

ております。 

大 川 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ の ２ 年 後 以 降 に 反 映 さ れ れ ば い い

わけですから、きちんと数字を追っていくことが大切かと思います。 

庶務課長  ほかはいかがでしょう。 

前 田 委 員  す み ま せ ん 。 こ れ は 前 提 と し て 、 こ の 調 査 は 国 が や っ て い る

もので、特に杉並区の独自の項目があるわけではなくてということです

よね。 

  この数値が低いところに注目した時に、自己有用感という言葉があっ

て、いじめの話もそうですけれども、自己有用感がないとやはり人に優

しくできないのではないかみたいな、そこがもしかして根本にあるのか

もしれないなと思いながら聞いていました。 

  これは東京都とか全国と比較した中で、もしかして杉並区は都会で、

親からのプレッシャーもあるのかもしれないとか、受験戦争にさらされ

ている子が多いのかもしれないとか、もしかして地域的な特徴もあるの

かなと思いながら見ていて、では、その中で何ができるのかなというの

をちょっと考えていった時に、保護者と共有できるといいのかなと思っ

たりしました。 

  こういうことを学校だけで、道徳で何かしようというのは土台無理な

話なのですけれども、そういうのをみんなで共有しながら、子どもたち

の健やかな成長をみんなで見ていけたらいいなと思ったのが一つと、あ

とは、この学校の授業以外で勉強するという項目の数値が杉並が高いの
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は、もしかして塾に行っている子が多いからなのではないかと思ったり

して、これを「家で勉強していて、すばらしい」と端的には捉えられな

いのかなと思いながら見ていました。 

  なので、全体的に高い、低いを見るというよりは、杉並区の教育委員

会として、子どもたちのこういうところに注目して、こういうところを

伸ばしていきたいとか、それが正解、不正解なんてなくて、一旦ここに

注目して、では、ここを５年間追ってみようとか、そういう見方をした

ほうがもしかしたらいいのかもしれないなと、全体を眺めていても思い

ました。 

  あとはやはり平均なので、いろいろ混ざってくる部分もあるので、こ

れで絶対的に正しい情報を得ているかというのは、もちろん疑問もある

とは思うのですけれども、私たちがどこに注目したいのかということを

見ていくと、もう少しこの数値に意味が見えてきて、子どもたちとのふ

だんの関わりにも反映されるのかなと思ったので、そういう観点でまた

検討いただけるといいかなと思いました。ありがとうございます。 

對 馬 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 ど う し て も ポ イ ン ト の 低 い と こ ろ に

課題がある気になってしまいますけれども、よく数字で見ると、ちょっ

と低いという、そんなに変わらないかなといえば変わらない中の、ちょ

っと低いところが気になるところだと思うのですが、その中で、先生や

学校にいる大人に相談できますかというところは、大人でなくて相談で

きるいい友達が多いよというのならばいいのですけど、誰にも相談でき

ないというのがやはり一番よくないかなと思います。ほかのエリアだと

もう少し高いということは、杉並でももうちょっとここを上げることも

できるのかな、杉並の大人たちもできるのかなという気もいたしますの

で、そこはもう少し信用してもらえるというか、相談してもらえるよう

になっていけるといいかなと思うのです。そして前田さんがおっしゃっ

たように、やはり保護者にも共有してもらいたいなと思います。 

  今は、いじめは駄目とか暴力は駄目とかいいますけれども、子どもた

ちを見ていると、どうしてもいきなりぺんと手が出たりとか、そういう

こともあります。どんな理由があってもそれは駄目ということをおうち

でも言っていただけるように、まだ今の 3 0 代、 4 0 代の方々はちょっと

ぶたれたとか、そういうこともありながら大人になっていった人もたく

さんいると思うので、そういうのを見ても容認してしまっているとか、
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もしかしたらそんなものだよねと思っている方もいらっしゃるかもしれ

ないので、これからはそうではないのだよというのを、保護者会とか学

校だよりとか、何かの機会にとにかく駄目なものは駄目ということを分

かってもらえるといいかなということが一つ。 

  それから、清水総括のご説明の中で心を耕すというお話があったので

すけれども、私の立場から言わせてもらうと、やはり本を読んでもらい

たい。子どもたちの今読んでいる冊数やページ数は、実は統計は増えて

いるのですけれども、あまり中身がない薄っぺらいものが多くて、すぐ

に結果が出るような表面的なもの、昔だったら雑誌とかで見るようなも

のが文章になっているものを読んでいることが多いので、心があまり耕

されないと今、言われています。 

  その中身をしっかりと検証して、こういうものを是非読んで大人にな

ってほしいなというところをこの教育の中に取り入れていけたらいいな

と私は思っています。 

  以上です。 

庶務課長  よろしいですか。ほかはいかがでしょうか。 

教 育 長  い ろ い ろ あ り が と う ご ざ い ま し た 。 ご 指 摘 の と お り 、 学 力 が 高

いという結果が学校外での勉強時間などに比例しているというところは、

我々も謙虚な気持ちで学ばなければいけないと。必ずしも学校教育の力

でなくて、塾の力だったり、家庭教育の力だったりということが、杉並

の大きな特質であるということ。 

  それに対して、一方、この困った人を進んで助けていますかとか、い

じめはいけないことだと思いますかとか、大人に相談できますかとか、

こういった部分、塾ではできない、家庭教育では十分できない、集団活

動の中で体験活動を通して培われるものについて、杉並区教育委員会と

してどう取り組んでいくのかということを考えていく必要があるのだろ

うなと思います。それは具体的に来年度以降の教育課程の編成の時に、

この辺にどう重点を置いて取り組んでいくかということを事務局として

もしっかりと考えて、杉並の子どもたちの幸せの実現に向けて頑張って

いかなければいけないなと思っています。 

  それから、あと一つ、これは国のこの調査だけでいいのかというのも

課題として持っていかなければいけない。様々な取組をしていて、昔は

区独自の調査をやっていたのがやめてしまったという経緯もあるので、
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そういった部分で成果指標としてどうなのかということも、また事務局

としても検討していきたいなと思います。 

  以上です。 

庶務課長  ほか、ご意見等ございますでしょうか。 

  ないようですので、報告事項５番についての質疑を終わります。 

  続きまして、報告事項６番「区立子供園における休園日の見直しにつ

いて」、就学前教育支援センター所長からご説明申し上げます。 

就学前教育支援センター所長  私の方から、「区立子供園における休園日

の見直しについて」、ご報告させていただきます。 

  区立子供園は、平成 2 1 年の「区立幼稚園の改革方針」に基づきまし

て、不足する３歳児以降の保育ニーズに対応するため、幼児教育と保育

サービスを融合させた区独自の幼児教育施設といたしまして、区立幼稚

園６園を平成 2 2 年から順次、区立子供園に転換してまいりました。 

  子供園の転換に当たりましては、長時間の保育を必要とする幼児に保

育サービスを提供するため、開設時間を具体的には幼稚園の午前９時か

ら午後２時までを午前７時 3 0 分から午後６時 3 0 分まで拡大いたしま

して、土曜日と夏休みについても保育サービスを提供することといたし

ました。 

  近年、土曜日の利用人数が著しく減少している状況から、子供園の休

園日を見直すことといたしました。 

  １番「子供園の利用状況等」についてです。別紙をご覧ください。 

  別紙の１「在園児数等」のところでございますが、子供園の定員充足

率は、令和３年度に 7 5 . 1％だったものが、令和７年度は 5 7 . 9％と減少

してございます。とりわけ土曜日を利用する児童は、２の（３）、１園

あたり平均０人から二人という状況でございます。土曜日の延べ実施の

日数でございますが、年間 3 0 0 日のうち０人が 1 4 8 日、一人が 8 9 日と

いう結果でございます。これに対しまして、教職員１名、会計年度一般

の保育士１名、会計年度（短時間）３から４名が土曜日に勤務をしてい

る状況でございます。 

  土曜日に教職員が勤務することで、週休日を平日に割り振る必要があ

り、これまでも交代で土曜日に勤務する担任が、平日不在の日があるた

め、平日の教育・保育の体制に影響が生じているということが、子供園

長からも土曜日保育の見直しについて要望が求められていたところでご
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ざいます。 

  表紙にお戻りください。 

  ２番「見直しの内容」です。令和 1 0 年４月から土曜日を休園日とい

たします。理由といたしましては、現３歳児が令和９年度末で卒園する

ため、在園児に影響が出ないようにするため、令和 1 0 年４月というこ

ととさせていただいております。 

  ３番「今後のスケジュール（予定）」でございます。令和７年９月に

第３回区議会定例会で保健福祉委員会に報告いたしまして、その後、在

園中の子供園保護者へ周知いたします。 1 0 月に子供園条例施行規則の

改正をいたしまして、その後、令和８年度入所の子供園利用案内等によ

りまして、休園日の変更を掲載いたしまして周知を行ってまいります。

令和 1 0 年９月に子供園の休園日を変更いたしまして、全園で土曜日を

休園といたします。 

  私からのご説明は以上となります。 

庶 務 課 長  た だ い ま の 説 明 に つ き ま し て 、 ご 意 見 、 ご 質 問 等 ご ざ い ま し

たらお伺いをします。 

  では、前田委員、お願いします。 

前 田 委 員  休 園 日 の 見 直 し に つ い て は 利 用 者 が 少 な い と い う こ と で 、 方

向性としては私もそういうことだなと理解をしました。ちょっと今回の

ところと離れるかもしれないのですけど、杉並区は就学前教育として、

幼保小連携ということも掲げて、いろいろ研究とかもされていると認識

していまして、今、この子供園にいる子どもたちが減っているという現

状の中で、このままやっていくとなくなってしまうのではないかと思っ

たりするのですけれども、やはり子どもたちの教育を考えていく上で、

この子供園の存在はなくさないようにしたいと思っているのか、または、

例えば民間と公のものの健全な競争という意味で、あまり区立園が営業

してはいけないというのですか、あまり募集をかけてもという考えで今

この流れなのか、そこら辺について教えていただけますか。 

就 学 前 教 育 支 援 セ ン タ ー 所 長  今 後 の 子 供 園 の 在 り 方 に つ き ま し て は 、

確かに就学前人口が減少していたりですとか、あと、子供園の定員の充

足率の低下、あとは施設自体が老朽化しているとか様々な問題がござい

ます。 

  私立幼稚園の方も閉園する園が出ている状況もございますので、そう
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いった中で、子供園の在り方につきまして、子ども家庭部とかと一緒に、

施設マネジメント的な観点も含めまして、今後検討していく中で、研究

というところは就学前教育支援センターの方で、今、成田西子供園併設

園というところで特色のある取組をしてございます。そういった研究と

か研修というのは、引き続き区内の公立、私立、必ず就学前教育という

ところは力を入れて取組をしていきたいと思っていますが、子供園の在

り方自体については、少し様々な観点から検討が必要かと思っていると

ころでございます。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 今 の お 話 だ と 、 子 供 園 は ち ょ っ と 今

こういう状況だけれども、就学前教育は研究できていますよというのが

現状だということですかね。 

就 学 前 教 育 支 援 セ ン タ ー 所 長  は い 。 区 立 の 保 育 園 だ っ た り で す と か 、

私立の幼稚園、公立、私立かかわらず、様々なアプローチをして研究成

果の発表をしたりですとか研修を行っているところです。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 学 童 が 今 、 民 営 化 さ れ た り し て い ま

すけれども、企業が入った時の難しさは、企業は自分の知的財産なので

すよね。いろいろな保育の取組とかプログラムとかコンテンツが、同じ

企業体の中で共有はするけれども、それがなかなか外に出せないという、

そういう難しさはあるなと思っていて、私立の幼稚園とどれぐらい研究

が一緒にできるのだろうと思ったりしていまして、そこら辺も含めて、

杉並区がどういう方向でこの就学前教育というのを研究していくのかと

いうのも関心は持っているので、今後の方向性も含めて、今、子どもの

数が減っているという、いかんともし難いいろいろな情勢がありますけ

れども、そこも含めて、杉並区はどういうことをやっていくかというの

は、引き続き一緒に考えていけたらなと思っております。ありがとうご

ざいました。 

伊 井 委 員  ご 検 討 い た だ き ま し て 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。 い ろ い ろ 苦

渋のご決断もあったかと思います。駄目押しのようで申し訳ないのです

けど、本当に子供園さんの研究というのは、長年にわたってたくさんの

先生方が関わられて、本当に一個一個丁寧に丁寧にやってこられた研究

なので、また就学前支援センターの存在そのものも、やはりすごく前向

きな取組だと思うのですよね。 

  私立との壁も取り除いて、就学前の子どもたちを次の小学校の教育に
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進めていくような研究、取組に関しては、本当に価値のあることだと思

っているので、数の問題とかいろいろありますし、幼稚園は文科省で、

保育園は厚生労働省ですよね、そういった観点でも違うところはありま

すけれども、そこも一緒になって少子化ということを考えて、これまで

はそうではなかったということではないですが、本当に一人ひとりを育

てていくという意味で大人が一緒になって考えていくということで、こ

の研究、取組は継続的にお考えいただくといいのかなと思いますので、

心からお願いするところでございます。ありがとうございます。 

就 学 前 教 育 支 援 セ ン タ ー 所 長  伊 井 教 育 委 員 、 あ り が と う ご ざ い ま す 。

今年度もまた子供園の方で研究発表等予定してございますので、今年度

の成果も含め、これまでの取組を少しでも分かりやすい形で広く発信し

てまいりたいと考えているところです。引き続き取り組んでまいります。

ありがとうございます。 

庶務課長  ほかいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、以上で報告事項６番についての質疑を終わらせていただき

ます。 

  それでは、教育委員提案議題に移らせていただきたいと思います。 

  では、教育長、よろしくお願いします。 

教 育 長  そ れ で は 、 本 日 の テ ー マ は 「 い じ め の 『 防 止 対 策 』 に つ い て 」

になります。まず、配布資料について、所管課から簡単にご説明をお願

いいたします。 

教育人事・指導課統括指導主事  配布資料につきましては、「いじめの防

止対策について」、プレゼンテーションの資料となっております。全部

で 1 3 枚でございます。そちらを中心に説明をさせていただきます。 

  続いて、資料に移ります。資料の１は、いじめ防止対策基本方針のリ

ーフレットでございます。教員に向けて配っているものでございます。 

  資料の２、こちら弁護士による小学校４年生と中学校１年生向けに実

施したいじめに関する授業のアンケートの抜粋でございます。いくつか

ジャンルを分けてご紹介しておりますので、全て紹介することは難しい

と思うのですが目を通していただければと思います。 

  続きまして、資料の３でございます。第 1 0 回の教育委員会でもご報

告させていただきました、いじめに関する調査結果についてでございま

す。 
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  資 料 の ４ で ご ざ い ま す 。 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら ８ 月 1 2 日 ま で の

C E D A R に入った相談等の件数でございます。いくつか主訴別にまとめ

てありますので、参考にと思いましてつけさせていただきました。 

  資料の５でございます。ふれあい月間等に、児童・生徒の皆さんに配

っている相談窓口の一覧でございます。 

  参考資料１番と２番は総合教育会議でも触れさせていただきました、

スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカーの杉並区の現状に

ついて、参考資料の３番につきましては、杉並区子どもの権利に関する

条例の概要になっております。 

  以上でございます。 

  それでは、プレゼンテーションの資料に沿って、いじめ防止対策につ

いてお話をさせていただこうと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。スライドの資料の２枚目になります。 

  令和７年度より、いじめ対策事業の所管は昨年度までの済美教育セン

ターから教育人事・指導課に移管され、新たに学校問題対応支援係、通

称 C E D A R が創設されました。令和６年度までは済美教育センター管理

係内の教育 S A T 班にて、いじめをはじめとした学校における問題に対

して、学校や区民からの電話相談を受けてきました。この教育 S A T は、

ほかの業務を兼務する統括指導主事と指導主事、そして学校管理職 O B

５名で組織されていました。 

  これを令和７年度から本庁の事務局内に学校問題対応支援係を創設し、

統括指導主事、指導主事３名、学校管理職 O B４名に加え、心理職３名、

事務職３名で係として充実させ、生活指導案件全般を所掌することとい

たしました。 

  次 に 移 り ま す 。 所 掌 事 項 で ご ざ い ま す 。 学 校 問 題 対 応 支 援 係 は 通 称

C E D A R と名づけ、大まかに記載の４点を所掌事項とする係になります。

C E D A R の由来を記載しましたが、英語で「杉」を意味する言葉で、ス

ペルの頭文字には記載にある思いが詰まっております。 

  スライドの４枚目でございます。それでは、私どもが担っております、

いじめ対策に関する事業をご案内いたします。一つ目は、いじめの未然

防止・早期発見の取組として、いじめ相談窓口カードを配布しておりま

す。こちらは毎年デザインや内容を変更して、小学校１年生、中学校１

年生にカード形式で配布し、その他の学年にはタブレットのデスクトッ
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プにアイコンが出るような形で配信をしております。いじめ電話相談は、

今年度から学校問題対応支援係の直通電話に変更いたしました。 

  スライドの５枚目でございます。第２に、未然防止・早期発見の取組

として、いじめ対策の推進周知用ポスターでございます。こちらは東京

都が設定している、ふれあい月間の 1 1 月に合わせて作成、配布してい

ます。ポスターは女子美術大学のデザイン専攻の学生に案を複数作成し

ていただき、プレゼンを受けた上で教育委員会が選考しているポスター

であり、単に「いじめはやめよう」などのメッセージではなく、他者へ

の思いやり、いわゆる他者理解を促すことで、友達を大事にして、いじ

めなどしない風土をつくることをテーマにしてもらっています。出来上

がったポスターは、全区立小中学校等の各教室に貼っていただくほか、

学校の廊下などにも掲示していただけるよう配布しております。 

  スライドの６枚目でございます。次に、教員周知用リーフレットでご

ざいます。こちらは区立学校の教職員が児童・生徒を指導していく中で、

いじめの兆候にいち早く気づき、軽微ないじめも見逃さず、初期対応か

ら組織的に対応することができるよう、令和６年度中に構想を作成し、

今年度当初に配布しました。 

  スライドの７枚目でございます。次に、今年度制定した、いじめの防

止等に関する条例の周知を目的として、今後、クリアファイルを作成し、

全児童・生徒に配布する予定です。未然防止・早期発見として、最後の

取組は、先ほどもありました弁護士による小学校４年生及び中学校１年

生向けのいじめに関する授業です。教育委員会でも協定についてご報告

させていただきましたが、１学期に小学校 2 7 校、中学校 1 8 校、計 4 5

校が終了しております。授業後のアンケートを取っておりまして、先ほ

ど申し上げました資料２にいくつか意見を抽出してまとめております。 

  次のスライドに移ります。８枚目です。次に、未然防止・早期発見の

取組として、いじめに関するアンケート調査です。資料３をご覧くださ

い。本資料につきましては、第 1 0 回教育委員会定例会にて報告させて

いただいておりますので、内容については割愛をさせていただきます。 

  では、スライドに戻っていただきまして、アンケートの次に記載して

いる今年度からの二つの取組として、全校におけるいじめ対策委員会の

月次開催、いじめに関わる内容の月次報告があります。こちらは、さき

のアンケート結果を学校いじめ対策委員会で取り上げ、組織的な対応を
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継続的に記録し、学校の対応力、組織力を高め、早期対応等に生かして

もらうようにしているとともに、毎月、教育委員会にいじめに係る件数

などを報告してもらうようにしました。 

  スライドの９番目でございます。続きまして、いじめ問題対応の取組

です。はじめに教員に対する研修ですが、今年度よりこれまでの研修を

充実させ、全ての職層の研修において、いじめに関する問題を取り上げ、

テーマとする研修を行うこととしました。中でも、（６）いじめ防止対

策研修は動画視聴で行う研修なのですが、おおむね 1 5 分程度とするこ

とで、校内研修などで活用してもらうことをはじめ、忙しい教員の皆さ

んが隙間時間などでもご覧いただけるようにしております。 

  スライドの 1 0 枚目でございます。次の取組は、教育委員会いじめ電

話相談です。こちらは先ほど取組の一番はじめにご案内したいじめ相談

窓口カードにも記載している案内の具体の対応となり、学校問題対応支

援係のメイン業務となります。資料５に相談先をまとめてございます。

ここでは、保護者や児童・生徒だけでなく、様々な区民の方や学校管理

職から電話による相談や報告も受けています。 

  資料４には、今年４月から８月 1 2 日までの相談内容の校種別の件数

を示しております。もちろん中にはいじめだけでなく、不登校や事故な

どの連絡もあり、２に主訴別の件数をお示ししております。令和６年度

までの S A T 事業での数が 2 8 7 件であることに比べ、今年度、C E D A R が

できてから４か月半ではありますが、既に 1 9 5 件と電話番号が変わっ

ても問題なく多くの相談、連絡が来ております。 

  また、ここに連絡のある相談のうち、緊急性の高い事案、重大性のあ

る事案などは、学校現場などにすぐに伺ったり、必要があれば複数回訪

問することも行っております。訪問回数は全部で 3 0 件となっておりま

す。 

  資料の 1 1 枚目です。パワーポイントの資料に戻っていただきまして、

今お話ししました電話相談のフローを、４「学校問題対応支援係の対応

フロー」として図式化しました。今年度組織した C E D A R は、先ほども

お話ししましたが、心理士と学校管理職 O B が主として電話の相談内容

を聞き、指導主事や事務職を交えて確認し、学校問題対応支援係長、統

括指導主事に報告、相談しながら学校への対応を検討して、チーム対応

をしていきます。 
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  この過程の中で、 S S W（スクールソーシャルワーカー）や特別支援教

育課などの教育委員会の他課とも連携していきます。そして、主訴によ

って主にいじめの案件は、いじめ問題対策委員会を所管する庶務課と情

報共有し、教育長まで報告が上がるようになっています。 

  また、重篤な事故や事件に関しては、危機管理課を通じて区長部局に

も情報を共有し、服務に関わる案件は、課内の教育人事係に共有し、共

同で対応することもできています。このような形で、令和７年度は杉並

区のいじめに関する対応を充実させた組織で取組を進めていきます。 

  最後に、 1 2 枚目のスライドですが、いじめ対策に関する課題として、

今年度、学校問題対応を行っている中で感じていることをいくつか挙げ

させていただきました。 

  まず、法律の専門家の必要性です。学校問題対応支援係は、当初、職

員構成として警察 O B を考えておりましたが、相談対応をしていく中で、

度々この案件の対応に法的な問題がないかという点で苦慮することがあ

ります。また、児童・生徒や保護者の代理人として弁護士が選定されて

いる場合などがありますが、このような場合にはやはり法的な知見を持

つ必要性を感じています。このことから、今後のいじめの相談の充実を

図るため、学校問題対応支援係の構成に弁護士を含めることが必要であ

ると考えております。 

  次に、学校での組織対応です。いじめの対応を組織的に行うことが必

須ですが、学校によっては対応が担任任せになっていくことの懸念があ

ります。組織対応の在り方を、研修などを通じて全教職員に周知してい

く必要があります。 

  次に、いじめの報告件数と認知・対応件数の関係です。今年度から毎

月末、いじめの件数を学校から教育委員会に報告しています。この中で、

学校の認知件数と対応件数にそごが生じています。学校に正確な報告を

求める説明を検討していく必要があります。 

  最後のスライドになります。最後に、いじめの捉え方の周知です。保

護者から、相談の中で「学校はいじめと捉えてくれない」「学校の対応

に不信感がある」などの声が届いています。児童・生徒から訴えがあっ

た場合に、被害児童・生徒が苦痛を感じたかどうかという部分もしっか

りと聞き取り、いじめとして対応していくことの必要性を浸透させる必

要があります。 
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  以上、長くなりましたが、現在の杉並区でのいじめに関する一連の取

組をご説明させていただきました。 

  以上でございます。 

教 育 長  そ れ で は 、 こ こ か ら 早 速 意 見 交 換 に 入 っ て い き た い と 思 い ま す 。

委員の皆様から、積極的なご質問、またご意見等を伺えればと思います。

よろしくお願いします。いかがでしょうか。 

大 川 委 員  で は 、 早 速 、 提 案 し た 者 と し て 。 こ れ だ け 幅 広 く ご 報 告 あ り

がとうございました。一番最後に聞いたところから。いじめ対策に関す

る課題として、法律の専門家の必要性というところは、弁護士としては

非常にありがたい指摘というか、あえて問題提起的に言ってしまうと、

例えばコンサルタント的な方が入ってきて、法律事務について弁護士以

外の人が助言をしたりというのは、本来は弁護士法違反で犯罪にもなっ

てしまうのですよね。今後、学校において弁護士が保護者代理人として

来た時に、やはり適切に対応していくためには、区の中の組織の明確な

地位がある人か、それとも代理人弁護士的な資格がないと問題になる可

能性はあるのではないかと思います。 

  先般、新潟で教育委員の意見交換会とか研修会に参加させていただき

まして、そこで北区の委員の方がおっしゃっていたのは、北区では、弁

護士の方が週に２回来て、教育委員会の中に席があって常駐していて、

職員の方から適宜質問をもらうと。そして、質問がない時には学校に直

接行ってもらって、いろいろな意見を聞いてもらっていますと。予算の

関係で１名、週２回しか確保できなかったけれども、今後広げていきた

いと思うということをおっしゃっていたので、そういったのも参考にな

ればと思いますので情報共有しておきます。 

  あと、このいじめの報告件数と認知対応件数の関係で何かそごがある

と、これはどういうことかあまりよく分からなかったので教えてもらえ

ればと思います。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  まず 、 先 ほ ど 後 半 の そ ご の 方 か ら な の

ですけれども、いじめを認知したら必ず対応するはずなので、認知件数

と対応件数が必ず合うはずなのですね。 

いじめの疑いがあったものは、いじめ対策委員会に上げると記録とし

て残ります。その後に聞き取りの方針を決めて、聞き取った上で、もう

一度ちゃんと対策委員会に戻して、それはいじめとして認知するのか、
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しないのかという判断が必要になりますよ。なので、疑いで上がってき

たものをしっかり精査して認知はしませんというのも、しっかりと聞き

取りを行えばできるはずなので、そこをしっかりやってほしいという話

なのですが、報告の件数としては上がっている、認知はしているのに、

それは軽微なものなので対応していませんみたいな話で、ここにそごが

出ることがあるのですね。 

  結局、認知をしたら３か月は必ず追わなければいけないのですが、聞

き取りをして、ちゃんと謝ったから大丈夫だよね、解消だよねみたいな

扱いになってしまうこともあるので、その認知の考え方、都のいじめ総

合対策では４段階で出ているのですが、その認知をしたものについては

確実に対応して報告をするようにと、このあたりがまだ弱いので、今後、

指導主事が主に学校に返していくことが必要なことかなと思っておりま

す。 

  これが１点で、今、北区のお話を頂いたのですが、ついちょうど先週、

北区の方に視察に行かせていただきまして、お話を聞いてきました。大

川委員おっしゃるように、代理人弁護士としてではなくて、いじめのア

ドバイザーとしての関わりをしているというところで聞いてきたのです

が、それこそ学校に訪問をしたりとか、私たちが行った時にはウェブ会

議で、電話相談ではないので、いろいろな人の意見が集約されて、対応

方針が決められたりとか、あとは時間がある時に私たちがふだん扱って

いる案件のいじめだけではなくて、学校問題の対応報告も見ていただい

てアドバイスいただいたりとか、あるいは法律関係の授業の組立てを相

談して、来年度どうしようかみたいなお話までいろいろやっているとい

うことでした。そういった他自治体の状況も参考にしながら今後検討し

ていきたいと思っております。 

  以上でございます。 

大 川 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 認 知 件 数 と 対 応 件 数 に つ い て は 、 学

校に訪問して、このようにするのだよみたいなフォローは是非していた

だきたいと思います。 

教育長  北区にスクールロイヤーはいないのですか。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  その 方 が お そ ら く ス ク ー ル ロ イ ヤ ー と

しての立場になっていると思います。北区も学校法律相談という形を取

っていたそうなのですが、それまで書面でやり取りをすることが多く、
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そうすると弁護士さんの方は法的な知見は返してくださるのですけれど

も、そこは分かっているのだけど、ちゃんと収めるためには法律プラス

で「でも、こういうことができますよ」というところまで考えなければ

いけないという中で、法律相談のシステムからスクールロイヤーとして、

今の北区のシステムをつくったと伺っております。 

教 育 長  分 か り ま し た 。 あ り が と う ご ざ い ま す 。 そ の ほ か い か が で し ょ

うか。 

前 田 委 員  今 の 弁 護 士 さ ん を 含 め る こ と の 検 討 が 必 要 と あ る の で す け れ

ども、この対応フローの中だと、今、この四角の外に「弁護士」という

のがいるのだけど、これがこの C E D A R の中にいるよ、必要だよという

意味ですね。分かりました。 

  ちょうど今、ドラマでやっていますよね。『僕達はまだその星の校則

を知らない』というスクールロイヤーのドラマをやっていまして、私も

ちょっとはじめしか見てないのですけれども、「そういう方をイメージ

されて」ということなのだなというのをお伺いしながら聞いていました。 

  どうしても相談となると、法的な観点の解釈が返ってきて、「いや、

とはいえ」みたいなところがあるということですよね。多分そのドラマ

でもやはり常に学校にいて、その現場で一緒に対応されているのを見た

時に、やはり相談相手とはちょっと違う、より学校側にとってすごく力

強い存在なのだろうなと。ただ、あの番組だと私立の学校に一人常駐で

いますが、今のイメージだと、 C E D A R にいて、学校にちょっと行くみ

たいな感じですよね。分かりました。 

  もう一つ思ったのが、 C E D A R はこれからクリアファイルを作られる

ということなのですけれども、これは保護者にはどのように伝わるので

しょうか。t e t o r u とかで、こういう窓口がありますみたいな伝え方は

しているのでしたか。 

教育人事・指導課統括指導主事  t e t o r u では、 C E D A R がいじめの相談窓

口ですというのは伝えてあります。 

前 田 委 員  分 か り ま し た 。 こ の フ ロ ー を 見 た 時 に 、 保 護 者 か ら も 相 談 が

入る想定だと思うのですが、どれぐらいの知名度なのかなと思いながら

少し気になったので。保護者から既に相談は来たりはしているというこ

とですか。 

教育人事・指導課統括指導主事  先ほど件数が全部で 1 9 7 件とあったと
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思うのですが、保護者からの相談もかなりあります。むしろそれがメイ

ンで対応しているところです。この件数だと、いじめとか不登校あたり

は全部保護者の方なので、むしろ学校からも入りますが、やはり保護者

の方の対応が一番多いかなという感じではあります。 

前田委員  分かりました。今、これ、 C E D A R は４月から始まっているの

ですよね。件数が今 1 9 7 件ということですが、とにかくすぐに相談し

てという前提で学校側に周知されたと思うのですけれども、今この 1 9 7

件は、今の皆さんの体制の中で対応するのに手いっぱいで気が回らない

よという状況なのか、丁寧に対応できているような感じなのか、今、動

いてみてどんな感じなのか、少し聞いてみたいなと思いました。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  今の と こ ろ う ま く と い う か 対 応 で き て

いるとは思うのですが、案件の大きさにもよりまして、大きな案件が重

なってくると、かなり大変なことはあります。学校からの報告について

は、初期段階で上げていただかないとすごく困っていて、こちらが情報

をつかんだ時には、既にかなり手を入れても難しいということもなくは

ないので、そういった意味で、学校校長会等でも早めに学校の組織を整

えるとともに、初期段階で情報を上げてくださいというお話は今してい

るところです。 

前 田 委 員  分 か り ま し た 。 こ れ か ら ど う な の で す か ね 。 増 え て く る の か 、

まだ４か月という中で１学期しか終わってないというところですよね。

例えば 1 9 7 件のうち、どれぐらいが継続中なのか、対応済みといって

終了するケースもあると思うのですけれども。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  継続 の 正 確 な 件 数 ま で は 、 ち ょ っ と す

ぐ出てこないのですが、一応情報が上がったものに関して、例えばその

場で指導、助言したもので、何となく落ち着きましたと報告を頂いた場

合も、そこで終わりにはしていません。１か月後とかに必ず心理職と学

校管理職の目とか入れて、経過を確認し、もう大丈夫ですとなった段階

で、解決案件として処理して決裁を取るようにしているので、確実に最

後まで追えるようなシステムでは取っていると思います。 

  この８月末にも多くのものに対して後追いをして、「これ、大丈夫で

すね」という確認をしているので、そこのすみ分けはしっかりできるよ

うに整えています。 

前 田 委 員  あ り が と う ご ざ い ま す 。 こ の 夏 休 み が 明 け て 、 ま た 、 多 分 お
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子さんがなかなか学校に行くのが難しくなってくる時期だとは思うので、

この時期にどうなるかというのも少し注目したいなと思いました。あり

がとうございます。 

伊 井 委 員  こ の す ご く 充 実 し た 資 料 を あ り が と う ご ざ い ま し た 。 一 番 最

後のところの学校の対応に不信感があるとか、学校が聞いてくれない、

捉えてくれないという、ここを読んでとてもショックだったのですけれ

ども、やはりそこの拾い上げというのも学校側がどう意識してくださる

かということと C E D A R との連携、それから、今、前田委員もおっしゃ

られましたけど、人手ですよね。これに対応する方々のマンパワーとか、

あと、今、法律の専門家というお話が出ましたけれども、どういう専門

性が必要かというあたりは、やはり早急に分析いただいて、次につなげ

ていくことがすごく大事なのかなと思っています。 

  今は、子どもたちのいじめということだけではなくて、そこに保護者

や弁護士さんも関わってということになると、関わる人数がすごく多く

て、そうなると、そこのご担当の方々の仕事のボリューム感というのは

すごく大事な観点なのかな、お一人お一人のご負担がすごく大きくなら

ないうちに、ご対応をみんなで考えていかなくてはいけないのかなと思

うのと、これだけ相談件数があり、効果的な部分というのはすごくあり

がたいなと思っています。 

  このことによって救われているお子さんとか保護者の方がどれだけい

らっしゃるかなということを思うと、今後につながっていけばいいなと

本当に心から思っていますので、大変ご苦労かと思いますが、今後とも

どうぞよろしくお願いいたします。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  あり が と う ご ざ い ま す 。 多 分 、 そ の お

言葉は C E D A R のみんなの心にすごく響いていると思います。 

  先ほどの弁護士を入れるとかそういったことは検討して、上げていこ

うとは思っているのですが、学校の対応については、先ほど組織という

お話をしたのですけれども、学校の中で情報が共有されないことで、不

信感を生む傾向があるかなと思っています。校長会でも言ったのですけ

ど、いじめのアンケートに書いてないから、いじめではありませんとか、

学校内外を問わないのに、放課後にあったことが上がってきた時に、も

う放課後だからといって学級担任が切ってしまったりとか、あるいは、

上がってきたけれども管理職まで上がってなくて、そのセンサーが働か
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なかったりとか、そういったものが大きくなって、先にこちらに情報が

入ってくるという傾向あると思うので、そこについては、今、日々、周

知を目的にしつこく伝えているところなのですが、学校の組織が充実し

てくれば、逆に言うと、私たちの仕事のボリューム感にも反映されてく

ると思っているので、早めに対応できるシステムをつくっていくことが

すごく大切なのかなと思っています。ありがとうございます。 

教育長  對馬委員、お願いします。 

對 馬 委 員  た く さ ん 資 料 を 準 備 し て い た だ き ま し て 、 非 常 に 今 ど ん な こ

とをやっているのか、どういう課題があるのかというのがとてもよく分

かりました。 

  私は、資料の中では、この弁護士による授業のアンケートの中で、こ

の「疑問・感想」というところが非常に気になりまして、やはり子ども

たちにとっていじめは悪いというのは分かるのだけれども、いじめのき

っかけになるほうと、どちらが本当に悪いのかみたいな、それはすごく

そう思うのだろうなというのもとてもよく分かります。 1 0 0％いじめと

いうか、手を出すわけではないかもしれません。そちらが悪いわけでは

なくて、その子も相手に何か原因があるからやったのに、何であちらは

何も言われないのみたいなところに、多分この疑問というところに出て

きているのかなという気がするので、子どもにとっては駄目というのは

分かるけれども、では、どうしたらよかったのだろうかというところが

すごく大事なのだろうなと。 

  昔、うちの子が５年生ぐらいの時に、同じ学校にやはり周りから避け

られている子がいて、その子と関わると怒られるから関わらないように、

露骨に廊下をこう行ったら無視したと言われたみたいなことがあったよ

うです。子どもたちはどうやって関わるのが正解なのかというか、よく

分からない部分というのがすごくあると思うので、その辺を道徳の授業

もそうですけれども、日常生活の中から、ご家庭のご協力とかも得なが

ら、「駄目だよ」と言うだけではなく、「こうしたらいいよね」とか「こ

うしたらよかったんじゃない」というような会話をする必要があると思

います。例えば「手を出してはいけなくて、口で説明したらよかったよ

ね」ですとか、でもそうは言っても、口であまり厳しいというか嫌なこ

とを言ったら、やはりそれもいじめだよねと。そうなると、では、どう

したらいいのかなというところが、成長段階ではまだまだそこを獲得し
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ていく時で、本当はそういうことを幾つか積み重ねながら覚えていく、

または身につけていくのだと思うのです。やはり理由なく人を傷つけた

いと思っているわけではないかもしれないけど、自分は悪いとは思って

いない言動でも相手が傷ついてしまうことがあるとか、こういう言動は

傷つくのだなということに気がつかないといけないとか、いろいろな発

達段階に合わせて、いじめに至る前にどういう行動をしたらいいのかと

いうところに力を入れるというか、子どもたちにとってはそういうこと

を学んでもらうことが大事なのかなと感じます。 

  この防止対策というのは、大人の視点で話していると、制度をつくっ

たりとか、どうしてもそういうほうに行ってしまうのですけれども、子

どもたちにとっては、どのように関わるのがいいのかなという練習を重

ねながら、いい方向に、いい結果を出せるような経験をたくさんしてい

ってもらえるといいなと思います。 

  防止対策ということで、このことだけを考えると、ここだけにすごく

集中してしまうのですが、私はいろいろな場面の中で防止できるいじめ

の芽というのはあるような気がしていて、例えば下校途中に人のランド

セルまで持たされて歩いている子とかたまに見かけたりすることがあっ

て、じゃんけんで順番にあそこの電柱までとか交代しているような場面

もあるけれども、それがすごく長かった時に、このグループはどうなっ

ているのかなと気になるようなことがあったりとか、そういう先生だけ

では目が行き届かないところの関わりみたいなものも、その地域の方と

かにも協力してもらう場面があるかもしれないですし、保護者にも気を

つけてもらう場面があるかもしれないしということで、制度だけでは済

まない部分はたくさんあると思うのですよね。 

  だから、そういうところも気をつけていかなければいけないのだろう

なということと、また、先ほど思ったのですけれども、心を耕すために

は、私はやはり学校図書館の司書を活用してもらいたい。活用できるよ

うになるかどうかは、またそちらの研修でやっていかなければいけない

部分も多いと思うのですけれども、困難を乗り越えていく話を読むとか、

自分と共感できるものを見つけるとか、そういった経験がすごく少ない

なと非常に感じることがあります。心はいろいろなことで耕せると思う

のですね。スポーツをする中でかもしれないし、いろいろなことがある

ので、ここだけ、点というよりもいろいろな面で見て、子どもたちがい
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ろいろ豊かな経験ができるようなサポートをしていけたらいいなと私は

思っています。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  あり が と う ご ざ い ま す 。 ３ 点 ほ ど あ っ

たかなと思っているのですが、子ども、特に小さいお子さんなどはコミ

ュニケーションを取るのが難しかったりしますが、トラブルがあるから

成長するという面もあるので、そういった時にどこに相談するのかとい

うと、やはり学校の先生かなと思うので、学校の先生がいかに日常的に

信頼関係を築いていって、困ったらとにかく相談しなさいということが

言えるかというところはすごく大切なのではないかなと思います。その

点についても学校にお話はするのですけれども、必ずしも担任ではなく

ても、校長先生だっていいし、学年主任の先生だっていいしというとこ

ろで、それをしっかり子どもに周知していくというか、教えてあげると

いうことが大切かなと思っています。 

  ２点目の様々な場面というところでは、コミュニティスクールがある

ので、学校運営協議会でしっかりいじめの防止対策の説明をして、地域

で見守っていきましょうということでありますとか、保護者会でそうい

った基本方針を周知するとともに、法律には保護者の責務も書いてあり

ますので、受け身ではなくそういったところで連携していきましょうと

いうのも、啓発として必要なことかなと思っていますので、その辺も今

後充実させていければと思います。 

  最後、図書館の話も出ましたので、そういったところで心を耕してい

ければと思っております。 

  以上でございます。 

前田委員  先ほど相談があった中で、 C E D A R の方から介入をして解決し

た件があるという話があったと思うので、もうちょっとリアルに知りた

いなと思ったので、例えばどういう介入をすると、どのように解決した

という何かリアルな１個があると、もう少しイメージしやすいなと思う

のですけれども、どのようなことをされているのかなと。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  一つ は 学 校 に 暴 力 行 為 で 相 談 が あ っ た

時に、管理職の先生がすぐに C E D A R に報告を上げ、その中でどういっ

た、警察とかも含めてなのですけど、どういった対応ができるのかとい

う対応方針を協議して、保護者にちゃんと方針を説明していただきまし

た。 
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  併せて、その学校は保護者の方が望んでいたということもあるのです

けれども、ちゃんと全児童保護者にもそれを周知することによって再発

防止を図る、そこまでやりましょうという提案をして実施したところ、

最終的に保護者の理解を得たということがありました。 

前 田 委 員  な る ほ ど 。 で は 、 そ こ は き ち ん と 受 け 止 め な が ら 、 こ う い う

ことをしたほうがいいよというアドバイスをしたということですね。あ

りがとうございます。確かに、それを学校一つで、校長先生だけとか、

担任だけでやると、ちょっと小さく収めたくなって、あまり広げたくな

くなる気持ちも出ますよね。それをあえてちゃんとやりましょうという

アドバイスをしたということですね。ありがとうございます。 

  あと、もう一個が、さっきもどこまで学校が対応するかという点は、

結構学校もいろいろあると思います。例えば S N S の L I N E の中のやり取

りまで学校が入るのとか、それこそ放課後のことも先ほどありましたけ

れども、うちの子も放課後に公園で遊んでいたら、ボール遊びしてはい

けないのだけどボール遊びをしていて、その近くにいた小さな子を連れ

たお母さんが学校に電話をして、先生がやって来て、それを何とかなだ

めるみたいことがあったのですが、どこまで先生が、それも多分５時を

過ぎてたので、では６時でも７時でもやるのかとか、学校に電話がつな

がらなくなる時間にはなるとは思うのですけれども、そこの線引きは今

どのように教育委員会として捉えているのか。これは人によっていろい

ろ違うかなと思ったりするのですけれども、何かガイドラインというか

線引きがあるのかをちょっと聞いてみたいなと思いました。 

教 育 人 事 ・ 指 導 課 統 括 指 導 主 事  事案 に よ っ て は 明 確 に こ こ と い う 線 引

きは難しいのですけれども、一番は警察なのですが、先ほどの地域の苦

情の中で、近所であれば、先生がぱっと行って対応していることはあり

ます。 

  明らかに暴力事案であったりとか、苦慮する場合には、やはり警察と

の連携が必要なのではないですかというところは、一つ今年度言ってい

るところです。 

  年度当初に警察を回った時にも、暴力事案でいじめですとなった時に、

数か月たってとか、あるいは数年たって、「あの時の暴力事案が」と言

われることが警察もあるそうなのですけれども、そうなると事案も全く

分からなくなってしまうから、物を盗ったりとか壊したりとか、そうい
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った案件に関しては積極的に相談をまずは入れてくださいと言われてい

ます。学校にもそのように伝えています。 

  そこで、事件化をするのではなくて、例えば説諭していただいたりと

かしますと、抑止力にもなりますし、聞き取りに少し入ってもらったり

することで、中立な立場というか第三者として入っていけるのではない

かという話は、指導主事から学校に説明しています。 

前 田 委 員  学 校 か ら 警 察 に 連 絡 す る と い う の は 、 す ご く ハ ー ド ル が 高 そ

うですよね。でも、上手にみんなで共有していくということですね。あ

りがとうございます。すごくリアルに分かりました。 

教育長  では、大川委員。 

大 川 委 員  学 校 に 抱 え 込 ま せ な い た め に 、 今 の 前 田 委 員 か ら の ご 発 言 の

趣旨もあったと思うのですけれども、ちょうどこの前の土曜日、T B S の

ラジオを聞いていたら、「土曜日の『あ』」という番組で何か急に杉並区

が褒められていた流れになって、杉並の教育委員会では学校にいじめの

件数を全数報告させていて、それから教育委員会が積極的に学校に向か

っていって解決に当たっているということが聞こえてきました。随分と

褒められ過ぎている感がありましたが、教育の専門家がそうおっしゃっ

ていました。広陵高校の高校野球の問題で、あれも学校とか高野連とか

はいじめ問題だとか刑事問題だという意識がなく対応していて、それが

対外的に出てきた今、炎上してしまったというところで、やはりふだん

から報告させていて、そして外部から見て、おかしいのではないのと思

ったら入っていくというのが必要なのだよねという筋で語られていたと

思います。やはり、学校はどうしても抱え込んでしまうので、学校の意

識がそこまでなくても、外部から見て手を差し出さないと外に出てこな

いのではないかと。 

  ですので、こういった報告は非常に大切だと思いますし、これからだ

と学校のいじめ問題委員会があった時の議事録をちゃんと作っているか

をアドバイスしに行くというのは入っていきやすいところなのかなと思

うのですね。いじめ調査をしている弁護士から聞いても、やはり議事録

がそもそもできていない。そうすると、事後的に問題になった時に、保

護者の方にも説明のしようもないし、調査も進まないということで、そ

れ が 大 切 な の で は な い か と 。 そ う す る と 、 普 段 の 時 点 で 教 育 委 員 会 、

C E D A R で指導というか入り込みやすいところとしては議事録をこうや
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って作っていくのですよと、ものすごく難しく書かなくてもいいから、

この要領で書いてくださいねということなどをやっていくといいのかな

と感じたのが１点です。 

  あと、先ほど對馬委員のお話で、このいじめのアンケートのところを

見て、私も同じ感想で、「疑問・感想」を見て、すごくそうかと思った

のだけれども、やはり１時間では足りないのではないですかね。あの授

業を聞いて、１時間、 4 5 分とかで子どもたちがまだまだ消化不良とい

うか、もっと知りたい、もっと分からないということが素直に書いてあ

るので、これはアンケートが非常に参考になると思います。だから、１

回で済ませないで、こういういじめ授業はもっとやってほしいと。 

  例えば、私としてはこれを総合の科目とか、道徳の科目の学習指導要

領で指導計画を先生方が作るではないですか。あれを教育委員会事務局

内で区としてはこう考えていますというのを示したほうが分かりやすい

のではないかと思うのですよね。６年間と３年間、小・中でこういう指

導計画をしていて、学年ごとに考えていって、ここでこういう授業をや

ってほしいと。だから弁護士を使って授業していますみたいな指導計画

を作るというのは、皆さんの本職のところでしょうから、それを試して

みていただいて、それを教員研修にも同じようにやってほしいなと思っ

ています。 

  指導、講義をやってと言われても、どういう意図、目的で、何年かけ

て、どういうところまで持っていきたいのかというのがないと、ただや

って終わりになりかねないですから、是非指導計画を作るという視点は

持っていただきたいなと思いました。 

  最後に、スクールソーシャルワーカーの資料を作ってくださっていま

すが、これも充実してくださっていてとても助かる、いいことなのでは

ないかと思います。私の知り合いの精神保健福祉士、ソーシャルワーカ

ーなんかをやっていらっしゃる方と雑多に意見交換をしていた際、是非

もっとスクールソーシャルワーカーを役立ててほしいのだということを

おっしゃっていました。というのも、不登校、ひきこもりに対して手を

差し伸べることができるのが、いろいろな福祉とかの制度を知っている

精神保健福祉士とか社会福祉士であって、それがスクールソーシャルワ

ーカーとして入っていけば、何がしかの手助けができると思っていて、

歯がゆい思いをしているということもあったので、是非これだけの配置
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をしてくださっていますから、いじめ問題の生命身体重大事態だけでは

なくて、不登校重大事態が起こりそうだったら、スクールソーシャルワ

ーカーを派遣するなどの工夫をしていただければと思いました。本当に

いろいろ資料を作ってくださって、ありがとうございます。 

教育人事・指導課統括指導主事  順にお答えできればと思います。 

  議事録についてなのですけれども、この大切さは年度当初からお伝え

しているところでして、 C E D A R で作った、いじめの全数報告に関わる

様式があるのですが、そちらにいじめの議事録の様式もあるので、それ

をうまく活用してほしいということを今お伝えしているところです。 

  議事録だけではなくて、学校に行くと、聞き取った内容をそのままメ

モで個別に持っていることもあるので、事案に対して、当該の加害と被

害だけでなくて、周りにも聞き取りをしていることが多いのですね。そ

ういったものも後で事実認定みたいになった時に必要なので、そういっ

た聞き取りの過程の記録なんかの取り方も研修等で伝えていく必要があ

るのかなと今、思っているところです。 

  ２点目の計画のところなのですが、いじめの授業は年３回やることに

なっていて、道徳には必ずいじめの題材が教科書にあります。そこにフ

ォーカスされがちなのですけれども、例えば体育で準備運動をやってい

る時の関わり方ですとか、理科で実験をしている時の関わり方ですとか、

社会でグループは発表をしている時の関わり方ですとか、もっというと、

学級会で意見を言った時の反応とか、いろいろなところで実はそういっ

た芽があるので、そういったところを総合的に考えて、心を耕していく

という先ほどのお話になると思います。 

  教育課程のお話なので、どのようにやっていくかというのはあるので

すが、例えば人権に関する年間指導計画があったりとか、そういったと

ころもあるので、どうやって示すかというのはまた検討なのですけれど

も、しっかりと心を耕すための教育課程というのを考えていければなと

思っています。 

  併せて、研修に関しても単発で終わらないようにしっかりと職層に応

じた効果的な研修が打てるように、今年度少し改善したのですけど、ま

た成果と課題をまとめて来年度以降続けていければと思います。 

  最後に S S W に関しても、学校から相談を受けた時に、例えば不登校

になりそうな児童生徒には S S W による支援が効果的ですよという話を
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必ずするようにしています。教育相談担当の岡部課長とも共有しながら、

どのように連携するかというお話も随時今やっているところなので、そ

ういった形で学校へも提案して、効果的な方法を提案していきたいと思

っております。 

  以上でございます。 

教 育 長  で は 、 そ ろ そ ろ 時 間 で す の で 、 よ ろ し い で し ょ う か 。 今 、 い ろ

いろ課題が出てきたかと思います。 C E D A R が４月に立ち上がって、走

りながら少しでもいいものに改善していければなと思っています。また、

今後もご報告いただきながら意見を取り入れて、子どもたちのためにな

るよりよい仕組みに変えていきたいなと思っています。 

  その中で、やはりさっきご指摘いただいたとおり、いじめの問題は不

登校も絡んでくるし、また、いじめの加害、被害にはもしかしたら発達

に課題があるとかとなると特別支援も絡んできたり、総合的に関わって

いくという必要が今後杉並教育委員会としては考えていかなければいけ

ないし、対策を作っていかないといけないところだと思います。そんな

取組を是非進めていきたいと思っています。 

  次回の教育委員の提案議題については、 1 0 月の定例会で扱う予定に

なっております。テーマ等はまた次回の定例会でお伝えできればと思い

ます。よろしいでしょうか。 

  それでは、冒頭に決定いたしましたとおり、ここからは非公開の審議

とさせていただきます。 

  その前に、庶務課長、連絡事項がありましたらお願いします。 

庶 務 課 長  今 後 の 教 育 委 員 会 定 例 会 で ご ざ い ま す け れ ど も 、 区 議 会 の ス

ケジュールの関係から、９月前半は休会とさせていただき、次回は９月

2 4 日水曜日、午後２時からを予定しております。どうぞよろしくお願

いします。 

  以上でございます。 

教 育 長  そ れ で は 、 改 め て 残 っ た 議 案 の 審 議 を 行 い ま す 。 で は 、 庶 務 課

長お願いします。 

庶務課長  それでは、日程第１、議案第 7 1 号「令和７年度杉並区一般会

計補正予算（第３号）」を上程いたします。私からご説明いたします。 

  議案を２枚お進みいただいて、補正予算概要の１ページをご覧いただ

ければと思います。 
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  歳入歳出予算でございますが、「事務事業名」の欄に記載の４事業に

つきまして、「補正額」の欄に記載の金額を補正するものでございます。 

 まず、表の１番目の小学校の運営管理についてですが、こちらは令和８

年度からの放課後等居場所事業開設に向けた準備のため、工事費 2 , 0 6 2

万 5 , 0 0 0 円を補正予算として計上するものでございます。 

  続いて、表の２番目、中学校の運営管理についてですが、こちらは他

自治体における学校への侵入事件などを受け、さらなる安全対策を図る

ため、これまで主に小学校に設置していた門扉の電気錠、こちらを区立

中学校にも整備するため、7 , 9 3 2 万 5 , 0 0 0 円を補正予算として計上す

るものでございます。 

  続いて、表の３番目、富士見丘小・中学校の改築についてですが、昨

今の急激な物価上昇の影響を受け、インフレスライド条項を適用したこ

とにより工事費が増額になったことから、２億 6 0 1 万 9 , 0 0 0 円を補正

予算として計上するものでございます。 

  続いて、表の４番目、中瀬中学校の改築でございますが、工事着手後、

予期せぬ地中障害物の撤去を行ったことにより、工期延長が必要となっ

たため、仮設校舎の賃借料及び工事費が増額となるものでございます。

加えて、昨今の急激な物価上昇の影響を受け、インフレスライド条項を

適用したことにより工事費が増額となるものでございまして、合わせて

１億 9 , 0 4 0 万 9 , 0 0 0 円を補正予算として計上するものでございます。 

  続きまして、２ページ目をご覧いただければと思います。今回の補正

により４億 9 , 6 3 7 万 8 , 0 0 0 円を増額し、補正後の教育費の総額は、

3 3 3 億 6 , 5 0 9 万 7 , 0 0 0 円でございます。 

  歳入歳出予算の補正については以上でございます。 

  議案を１枚お進みいただき、３ページ目をご覧ください。債務負担行

為の補正でございます。 

  表の１番目と２番目、小学校の移動教室及び中学校の移動教室に関す

る債務負担行為ですが、移動教室で利用する貸切バスの借り上げのため

に設定するものでございます。 

  移動教室の実施にはバスが不可欠でございますが、近年、インバウン

ド需要の拡大や 2 0 2 4 年問題によりバスの需要に供給が追いついていな

い状況が続いてございます。昨年度、第４回区議会定例会の補正予算で

債務負担行為を設定し、入札の早期化を図ったところでございますが、
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今年度は他区のバス手配の状況を踏まえ、昨年度より更に早期に入札を

行うため、第３回区議会定例会において、小・中学校合わせて 8 , 8 0 0

万円の債務負担行為の限度額として設定するものでございます。 

  続いて、表の３番目、中瀬中学校の改築に関する債務負担行為でござ

います。 

  本件につきましては、地中障害物の撤去による新校舎建設工事の工期

延長に伴い、仮設校舎の賃貸借期間の延長が発生し、最終支払い予定が

令和８年７月と令和８年度に及ぶため、債務負担行為として令和８年度

までの期間、限度額 6 0 0 万円を追加するものでございます。 

  続いて、表の４番目、神明中学校の改築に関する債務負担行為でござ

います。 

  本件につきましては、昨今の急激な物価上昇の影響を受けてインフレ

スライド条項を適用したことにより工事費として見込まれる金額が増額

となったことから、債務負担行為の限度額として１億 3 , 7 0 0 万円を追

加するものでございます。 

  以上で、補正予算についての説明を終わります。議案の朗読は省略さ

せていただきます。 

  ただいまの説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお願

いいたします。 

よろしいでしょうか。それでは、教育長、議案の採決をお願いいたし

ます。 

教育長  では、議案の採決を行います。議案第 7 1 号につきましては、原

案のとおり可決して異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

教育長  異議がございませんので、議案第 7 1 号につきましては、原案の

とおり可決といたします。 

  以上で、本日予定されておりました日程は全て終了いたしました。本

日の教育委員会を開会いたします。お疲れさまでした。 


